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特定生産緑地の指定について（諮問） 

 

 

 

 標記について、河内長野市都市計画審議会条例第２条第１項に基づ

き、審議会のご審議をいただきますよう諮問します。 
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特定生産緑地の指定について 

 

生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第２０条第

１項の規定による告示の日からまもなく３０年を経過することとな

る生産緑地について、その保全を確実に行うことが良好な都市環境

の形成を図る上で特に有効であることから、当該生産緑地を特定生

産緑地に指定するにあたり、生産緑地法第１０条の２第３項の規定

により、都市計画審議会の意見を聴取するものです。  



名    称 位      置 備    考 図面番号

 松ケ丘西町 5  河内長野市松ケ丘西町地内 約 0.01 ha 1/19

 木戸町 4  河内長野市木戸 丁目地内 約 0.10 ha 2/19

 木戸町 18  河内長野市木戸一丁目地内 約 0.51 ha 3/19

 市町 2  市町地内 約 0.14 ha 4/19

 市町 8  市町地内 約 0.27 ha 4/19

 市町 9  市町地内 約 0.07 ha 4/19

 市町 33  市町地内 約 0.56 ha 5/19

 市町 13  市町地内 約 0.11 ha 6/19

 市町 15  市町地内 約 0.04 ha 6/19

 市町 28  市町地内 約 0.35 ha 6/19

 市町 29  市町地内 約 0.05 ha 6/19

 市町 41  市町地内 約 0.05 ha 6/19

 小山田町 5  小山田町地内 約 0.41 ha 7/19

 小山田町 6  木戸町地内 約 0.67 ha 7/19

 原町 1  原町三丁目地内 約 0.06 ha 8/19

 原町 2  原町三丁目地内 約 0.06 ha 8/19

 原町 3  原町三丁目地内 約 0.16 ha 8/19

 原町 6  原町一丁目地内 約 0.58 ha 8/19

 原町 7  原町一丁目地内 約 0.42 ha 8/19

 原町 11  原町六丁目地内 約 0.05 ha 8/19

 原町 12  原町六丁目地内 約 0.07 ha 8/19

 原町 13  原町六丁目地内 約 0.13 ha 8/19

 向野町 1  向野町地内 約 0.13 ha 9/19

 向野町 2  向野町地内 約 0.07 ha 9/19

 向野町 9  向野町地内 約 0.02 ha 9/19

 向野町 12  向野町地内 約 0.12 ha 9/19

 向野町 15  向野町地内 約 0.05 ha 9/19

 小山田町 14  小山田町地内 約 0.26 ha 10/19

 野作町 1  野作町地内 約 0.02 ha 11/19

 錦町 2  錦町地内 約 0.06 ha 11/19

特定生産緑地の指定（案）

  生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の2第1項の規定に基づき、特定生産緑地を次のよう
に指定する。

面積
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名    称 位      置 備    考 図面番号面積

 錦町 10  錦町地内 約 0.15 ha 11/19

 栄町 3  栄町地内 約 0.06 ha 12/19

 栄町 4  栄町地内 約 0.06 ha 12/19

 栄町 8  栄町地内 約 0.10 ha 12/19

 喜多町 2  喜多町地内 約 0.15 ha 12/19

 喜多町 4  喜多町地内 約 0.05 ha 12/19

 喜多町 9  喜多町地内 約 0.17 ha 12/19

 上原町 6  上田町地内 約 0.10 ha 13/19

 高向 1  高向地内 約 0.15 ha 14/19

 上田町 2  上田町地内 約 0.14 ha 15/19

 上田町 5  上田町地内 約 0.28 ha 15/19

 上田町 13  上田町地内 約 0.18 ha 15/19

 三日市町 2  三日市町地内 約 0.45 ha 15/19

 三日市町 3  三日市町地内 約 0.35 ha 16/19

 小塩町 5  小塩町地内 約 0.05 ha 17/19

 小塩町 10  小塩町地内 約 0.16 ha 17/19

 三日市町 4  三日市町地内 約 0.06 ha 18/19

 三日市町 5  三日市町地内 約 0.03 ha 18/19

 片添町 2  片添町地内 約 0.08 ha 18/19

 加賀田 20  加賀田地内 約 0.05 ha 19/19

合　計 51地区 約 8.42 ha

「区域は指定図表示のとおり」
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令和４年度 第１回河内長野市都市計画審議会 資料

１．特定生産緑地の指定について

参考資料



〇特定生産緑地制度の概要

生産緑地は、指定の日から30年が経過すると、いつでも「買取り申出」

が可能となるため、都市計画上、不安定な状態に置かれることとなります。

このため、買取り申出ができる期日を10年延期できる「特定生産緑地制

度」が創設されました。

30年 10年 10年

所有者等
の同意

特
定
生
産
緑
地

特
定
生
産
緑
地

平成4年11月30日
（1992年）

生

産

緑

地
所有者等
の同意

特定生産緑地は、所有者等の同意を基に指定するもので、指定後の利点や

制限は、現在の生産緑地と同様となります。

指定後は、所有者等の同意を得て、10年毎に指定を延長することが可能

です。

なお、特定生産緑地としての法的効力が生じるのは、生産緑地の指定から

30年が経過する時点です。

10年毎に
延長可能

令和4年11月30日
（2022年）

令和14年11月30日
（2032年）
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営農義務
建築制限

買取り申出
ができるとき

固定資産税
都市計画税
の優遇

相続税
（納税猶予）
の優遇

生産緑地 有

・生産緑地の指定から
30年経過後

・主たる従事者が死亡
又は故障したとき

〇 〇

特定生産緑地に
指定する生産緑地

有

・特定生産緑地の法的
効力が生じた時点か
ら10年経過後

・主たる従事者が死亡
又は故障したとき

〇 〇

特定生産緑地に
指定しない生産緑地

有
※3

・いつでも可能 ×
※１

×
※２

※１ 段階的に５年間で、宅地並み課税の農地にもどります。
※２ 現在受けている納税猶予は継続されます。新たな納税猶予は受けられません。
※３ 特定生産緑地に指定しない場合であっても、

生産緑地を解除するには買取り申出の手続きが必要となります。

〇特定生産緑地指定による違いについて
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〇生産緑地指定面積（告示年度別）
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〇令和4年11月30日に申出基準日を迎える生産緑地
・筆数：1155筆
・所有者数：382人
・面積：56.59ha
・地区数：214地区
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〇特定生産緑地の指定手続きについて

特定生産緑地効力発生
※令和4年11月30日【申出基準日】

・農業委員会だより
に制度概要を掲載
（8月）

・説明会の開催（4
回：259人参加）
（10月）

・指定後30年経過
のお知らせ及び説明
会開催の案内の送付
（8月）

・申請書類の送付
（11月）

・JA実行組合長会
議での制度の説明
（6月）

・申請受付開始
令和元年12月1日

・都市計画審議会
（11月）

・指定の公示

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

・都市計画審議会
（８月・11月）

・指定の公示

・都市計画審議会
（11月）

・指定の公示

・申請受付開始
令和元年12月1日～
令和2年8月31日
（令和2年度指定分）

令和３年度 令和４年度

・申請受付開始
令和2年9月1日～
令和3年8月31日
（令和３年度指定分）

・申請受付開始
令和3年9月1日～
令和4年7月31日
（令和4年度指定分）

・所有者等への制度
の周知等

・所有者等への制度
の周知等
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特定生産緑地指定対象（平成４年１１月３０日指定分）
・筆 数：1155筆

・所有者：382人
・面 積：56.59ha

進捗率（令和４年３月３１日時点）
○筆 数 ・全体 70.0%（809筆/1155筆）

・納税猶予あり 67.7%（233筆/344筆）
・納税猶予なし 71.0%（576筆/811筆）

○所有者 72.3%（276人/382人）
○面 積 70.3%（39.78ha/56.59ha）

〇特定生産緑地申請状況（令和元年12月1日～令和4年3月31日 受付分）
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〇特定生産緑地申請状況（令和元年12月1日～令和4年3月31日 受付分）

平成４年度 214 地区 約 56.59 ha 170 地区 約 31.36 ha 51 地区 約 8.42 ha

平成８年度 1 地区 約 0.84 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成１４年度 25 地区 約 3.03 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成１９年度 13 地区 約 1.11 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２０年度 2 地区 約 0.53 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２１年度 4 地区 約 0.19 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２２年度 4 地区 約 0.37 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２３年度 3 地区 約 0.45 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２４年度 3 地区 約 0.28 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２５年度 - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２６年度 3 地区 約 0.59 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２７年度 1 地区 約 0.05 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２８年度 3 地区 約 0.20 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成２９年度 2 地区 約 0.41 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

平成３０年度 4 地区 約 0.37 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

令和元年度 1 地区 約 0.11 ha - 地区 約 - ha - 地区 約 - ha

※新規指定区域の地区数には、地区の一部指定も含まれる。

※各年度の地区数（既指定区域数と新規指定区域数）は重複している地区も含まれる。

面積 地区数 面積

新規指定区域既指定区域対象地区

生産緑地地区 特定生産緑地
生産緑地
指定年度

地区数 面積 地区数
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１．都市計画マスタープランの改訂について 

（報告） 

 



 

 

１．都市計画マスタープランについて  

 都市計画マスタープランとは、長期的な視点に立った都市の将来像やその実現に向けた方針 

を明らかにするもので、都市づくりを進めていくための指針となるものです。 

 都市計画マスタープランは、上位計画に即し、関連計画との整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都市づくりの基本理念   

本市の都市づくりを進めていくうえで、今後普遍的に変わらない「都市づくりの基本的な考 

え方」として、次の３つの理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

３．都市の将来像  

「都市づくりの基本理念」のもと、河内長野市が目指す目標としての「都市の将来像」とそ 

れを支える７つの柱を次のとおり設定します。 

≪都市の将来像≫ 

自然・歴史文化が暮らしを彩り、多様な個性ある地域がつながりあう都市 

   

 

 

 

４．主な改定内容  
 

１．「 2 拠点・市街地整備の方針 2-1 拠点整備の方針 ④丘の生活拠点づくり 」 

■ 新たな魅力の創出（新規）  【丘の生活拠点（南花台）】 

開発団地の再生の拠点として、ＵＲ南花台団地集約事業の跡地活用、施設一体型小中一貫校の整備

及び都市公園の適正配置の検討などを一体的に進め、産官学民が連携し新たな魅力の創出に取組み、

今いる住民が住み慣れた地域で安心して快適に住み続けられ、かつ多様な世代の新たな住民を惹きつ

ける活気あるまちを目指します。 

 南花台中心地の UR南花台団地集約事業跡地は、公園やスポーツ施設などの南花台地域内外の多世

代が交流できる施設の検討とあわせて、用途地域の変更についても検討を行います。 
 

2 ．「 2 拠点・市街地整備の方針 2-2 市街地整備の方針 ⑤住工共生する市街地の形成 」 

■工場操業環境の維持（変更） 【住工共生地】 

住工共生地において、工業操業環境を守る地域では、住宅の立地を計画的に抑制するため地域の合

意形成を図り、協定や地区計画などの手法の活用を検討していきます。 

 また、工業系用途地域以外の住工共生地の内、工業操業環境を守る地域では、工業系用途地域への

変更も検討します。 

 

3 ．「 3 都市施設の整備方針 3-3 公園緑地・河川 ②市街地内緑地の保全、身近な憩いの場の

整備・維持 」 

■公園再編・リフレッシュの検討（変更） 【街区公園、広場など】 

住宅地内の身近な街区公園・広場などは、利用状況等を考慮し、地域住民等に配慮しながら公園の

再整備や、公園機能の集約・再編を検討します。 

■官民連携による公園の魅力向上（新規） 【都市公園など】 

公園を活用した賑わいや新たな経済活力を生むため、民間活力による様々な管理手法を検討し、官

民連携による公園の魅力向上を図ります。 

■都市計画公園及び緑地の見直し（新規） 【都市計画公園など】 

長期にわたり事業未着手又は未完成となっている都市計画公園・緑地については、人口減少などの

社会情勢の変化や市街地の形成状況、地域の実情や特性などを勘案しながら必要性や代替性、実現性

の観点から都市計画の見直しを行います。 

 

 
５．今後のスケジュール（案） 

即
す 

＜都市計画の決定・実施＞ 

区域区分／地域地区／都市施設／市街地開発事業／促進区域／地区計画 など 

上位計画 

・大阪府国土利用計画

（府） 

・南部大阪都市計画区

域の整備、開発及び

保全の方針（府） 

都市計画マスタープラン 

河内長野市第５次総合計画 関連計画 

・緑の基本計画 

・景観形成計画 

・農業振興地域整備計画 

・森林整備計画 

・移動（等）円滑化基本構想 

・地域公共交通形成計画 

・環境基本計画 

・地域防災計画 

・地域福祉計画 

・高齢者保健福祉計画及び介

護保険事業計画 

・住宅マスタープラン 

・産業振興ビジョン 

・行政経営改革プラン 

・歴史文化基本構想 

・水道事業ビジョン 

・生活排水処理計画 

 

即す 

整
合
を
図
る 

 

＜全体構想＞ 
■都市づくりの基本理念 
■都市の将来像 
■将来都市構造 
■分野別方針 
 土地利用、拠市街地整備、都市施

設、都市環境・景観形成、都市防

災・防犯 

■計画の推進方策 

＜地域別構想＞ 

河内長野市都市計画マスタープランの改訂について 
 

理念 1  魅力（地域資源）を活かした都市づくり 

理念 2  安心して暮らせる都市づくり 

理念 3  持続発展できる都市づくり 

自然 
 

資源 
 

産業 
 

防災 
 

交通 
 

拠点 
 

協働 
 

 

令和４年 １０月：大阪府意見照会  

令和４年 １１月：都市環境・経済常任委員協議会 

令和４年 １２月：パブリックコメントの実施 

令和５年  １月：都市計画審議会（諮問） 

令和５年  ２月：都市計画マスタープラン公表  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ２．立地適正化計画の改定について（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．防災指針（大規模盛土造成地編） 

   

３．改定の方向性 

 

 
 

 本市では「水災害」および「地震災害（大規模盛土造成地）」について防災指針を策定す
る必要がありますが、今回の改定では上記の背景を踏まえて早急に対応が必要である「地
震災害（大規模盛土造成地）」のみ策定いたします。なお、「水災害」については、令和
7年度に予定している全部改定時に追加します。 

                                                                   

河内長野市立地適正化計画改定（防災指針・大規模造成）（案）について 

 

２．改定の目的・背景 

 近年の自然災害の頻発・激甚化により令和２年６月に「都市再生特別措置法等の一部を
改正する法律」が成立され、居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定める「防災
指針」の作成が位置づけられました。 
 また、令和２年１０月に南花台第八緑地に位置する大規模盛土造成地の一部が崩落した
ことから、居住誘導区域内に存在している大規模盛土造成地４６箇所の安全性の把握を行
う必要性が露見しました。                                                                                        

１．市立地適正化計画について 

 本市では、都市計画マスタープランにおいて、将来都市構造として「集約連携都市
（ネットワーク型コンパクトシティ）」を示しており、その実現を目指し立地適正化計画
を策定しています。立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部とみなされており、
上位計画に即し、関連計画との調和のもと定めることとしています。 

 

即
す 

上位計画 
・大阪府国土利用計画（府） 
・南部大阪都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針
（府） 

都市計画マスタープラン 

河内長野市第５次総合計画 

関連計画 
・地域公共交通形成計画 

・地域防災計画 

・地域福祉計画 

・高齢者保健福祉計画及び介
護保険事業計画 

・住宅マスタープラン 

・産業振興ビジョン 

・空家等対策計画 

・公共施設総合管理計画 

・公共施設再配置計画 

・上下水道ビジョン 

即す 

調
和 

 

河内長野市 

立地適正化計画 

現立地適正化計画を
維持 

 

１．防災まちづくりの取組 
２．防災指針に関連する制度 

追加・
修正等 

評価指標 区域 現状 

（令和４年度） 

将来目標値 

（令和１７年度） 

第２次スクリーニング等の実施箇所数 居住誘導区域 １箇所※ ４６箇所 

（１）取組方針 
  

（３）防災まちづくりに係る目標値                      

防災指針「大規模盛土造成地編」 

 

 大規模盛土造成地に係る取組の計画的な進捗推進を図るため、評価指標と目標値を
定めます。 

 

                         
 
 
対策の分類 
  

取組内容 実施主体 

実施時期の目標 

 
短期 
（５年） 

 
中期 
（１０年） 

 
長期 
（２０年） 

  
  
 
災害リスクの低減 

第二次スクリーニング計画の作成 大阪府       

第二次スクリーニング等の実施 

（居住誘導区域内） 

大阪府 

河内長野市 

      

対策工事の実施 

大阪府 
河内長野市 
住民 

      

災害リスクの回避 居住誘導区域の見直し 河内長野市 
    

（2）具体的な取組スケジュール 

５.今後のスケジュール（案） 

令和４年  ８月 ：都市計画審議会（報告） 

令和４年 １０月 ：国土交通省、大阪府意見照会 

令和４年 １１月 ：都市環境・経済常任委員協議会（報告） 

令和４年 １２月 ：パブリックコメントの実施 

令和５年  １月 ：都市計画審議会（諮問） 

令和５年  ２月 ：立地適正化計画 公表 

 大規模盛土造成地の安全性確認のため、盛土地の安全性に関する調査等を実施し、
危険性が確認された盛土地については、災害リスクの回避や提言に取り組みます。 

 

 ※南花台第八緑地に位置する大規模盛土造成地 



報告案件資料②－２ 

 

 

 

 

河内長野市立地適正化計画（案） 

（防災指針・大規模盛土造成地編） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 

 

 

 

 



１. 防災指針の概要 

 

 

（１）防災指針について 

近年、気候変動の影響等により自然災害が頻発・激甚化しており、全国各地

で発生した河川氾濫や土砂災害等によって、生命や財産、社会経済に甚大な被

害が生じています。 

このため、令和 2 年 6 月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」

が成立し、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立地適正化計

画の強化（防災指針の作成ほか）など、安全なまちづくりのための総合的な対

策を講じることとされました。 

このうち、立地適正化計画の強化では、安全なまちづくりに必要な対策を計

画的かつ着実に講じるため、居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外す

ること、居住誘導区域内で行う防災対策、・安全確保策を定める「防災指針」の

作成が位置づけられています。 

 

（２）防災指針の位置づけ 

本市においては、平成 31 年 3 月に「河内長野市市立地適正化計画」を策

定し、持続可能な都市構造の形成を目指してきたところですが、令和 2 年の「都

市再生特別措置法」（以下「法」という。）の改正を受け、『防災指針』を作成し、

立地適正化計画に反映します。 

なお、令和 4 年では「地震災害（大規模盛土造成地）」部分のみ策定し、「水

災害」部分については令和 7 年の立地適正化計画全部改定時に策定を予定して

います。 

 

（３）計画期間 

防災指針の計画期間は、河内長野市立地適正化計画の計画期間『令和１７年

年度（2035年度）』とします。 

 

 

 

 

 

 

 

１. 防災指針の概要 

 



 

 

 

 

（１）河内長野市のハザード区域等の状況 

河内長野市立地適正化計画の居住誘導区域に存在する、法令及び都市計画運

用指針で「居住の誘導に適さない区域」とされている災害ハザード区域等の状

況は以下のとおりです。  

 

災害ハザード区域等 本市の 

状況 

居住誘 

導区域 

備考 

土砂災害 災害危険区域 
【建築基準法】 

あり なし  

地すべり防止区域 
【地すべり防止法】 

あり なし  

急傾斜地崩壊危険区域 
【急傾斜地の崩壊による災害防止に

関する法律】 

あり なし  

土砂災害特別警戒区域 
【土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律】 

あり 除外区域  

土砂災害警戒区域 
【土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律】 

あり 除外区域  

水災害 

 

浸水被害防止区域 
【特定都市河川浸水被害対策法】 

なし -  

洪水

浸水 

浸水想定区域 

【水防法】 
あり あり 雨水出水・

高潮該当無 

雨水出水（内水） 

【水防法に基づかない】 
あり あり  

津波災害特別警戒区域 
【津波防災地域づくりに関する法律】 

なし -  

津波災害警戒区域 
【津波防災地域づくりに関する法律】 

なし -  

津波浸水想定（区域） 
【津波防災地域づくりに関する法律】 

なし -  

津波災害警戒区域 
【津波防災地域づくりに関する法律】 

なし -  

大規模盛土造成地 
【大規模盛土造成地の活動崩落対策

推進ガイドライン】 

あり あり  

地震災害 

 

２．災害リスク分析と課題抽出 

 



（２）河内長野市の地勢 

河内長野市は、市域の 7 割を山地が占めており、その山地が石川や西除川の

源流域となっています。市街地などの平地は、これら河川の河岸段丘に形成さ

れ、それぞれの河川に向かって傾斜しています。 

市内には天井川がないため、河川の氾濫による浸水想定の範囲は狭いものの、

石川に沿った形で、線路や主要駅、道路が立地し、その周辺に住宅や店舗等も

立地していることから、石川が氾濫した場合には浸水により大きな被害を受け

ることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「国土地理院」 



（３）居住誘導区域と大規模盛土造成地の重ね合わせマップ 

 開発団地などで大規模盛土造成地が複数存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市北部】 

 凡例 

区域区分界 

居住誘導区域 

除外区域 

大規模盛土造成地 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市南部】 

 



（4）災害リスクの高い地域等の抽出 

 大地震時における宅地被害（滑動崩落）を防止するための宅地耐震化推進事

業に基づき、本市では国の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライ

ン」により、盛土の規模や構造から ２５０箇所の大規模盛土造成地を抽出しま

した。また、そのうち４６箇所が居住誘導区域に存在しています。 

  

（5）防災上の課題の整理 

本市の大規模盛土造成地については、昭和４０年代から５０年代に住宅用地

として盛土造成された宅地が多く、既に複数の住宅が立地しています。 

令和２年１０月には、これらの盛土地については、その安全性が不明確であ

ることから、盛土地の安全性の把握を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

大規模盛土造成地に対する安全性確保に向けた取組を着実に進め、更なる災

害に強いまちづくりを実現するため、大規模盛土造成地の防災まちづくりの取

組方針を示します。 

 

○取組方針 

大規模盛土造成地の安全性確認のため、盛土地の安全性に関する調査等を実

施し、危険性が確認された盛土地については、災害リスクの回避や低減に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．防災まちづくりの取組方針 

 



 

 

 

 

大規模盛土造成地に関する具体的な取組及び実施時期の目標等を位置付け、

災害に強いまちづくりに取り組みます。 

 

（１）防災まちづくりに向けた取組 

対策の分類 具体的な取組 

災害リスクの低減 

 

第二次スクリーニング計画の作成 

第二次スクリーニング等の実施 

対策工事の実施 

災害リスクの回避 立地誘導（居住誘導区域からの除外） 

 

（２）取組スケジュール 

取組内容 実施主体 

実施時期の目標 

短期 

（５年） 

中期 

（１０年） 

長期 

（２０年） 

第二次スクリーニング計画の作成 大阪府    

第二次スクリーニン等の実施 

（居住誘導区域内） 

大阪府 

河内長野市 

   

対策工事の実施 

大阪府 

河内長野市 

住民 

   

居住誘導区域の見直し 河内長野市    

 

（３）防災まちづくりに係る目標値 

大規模盛土造成地に係る取組の計画的な進捗推進を図るため、評価指標と目

標値を定めます。評価指標については、立地適正化計画における居住や都市機

能の誘導等に係る指標と合せて概ね 5 年毎に評価を行なうとともに、必要に応

じて取組等の見直しを行います。 

 

評価指標 区域 
現状 

（令和４年度） 

将来目標値 

（令和１７年度） 

第２次スクリーニング

等の実施箇所数 
居住誘導区域 １箇所 ４6箇所 

4．防災まちづくりの具体的な取組 

 



 

 

 

 

大規模盛土造成地に係る宅地被害防止事業 

（１）宅地の安全性確保に向けた基本的な考え方 

 居住誘導区域の全域を、宅地被害を防止する区域と位置付けます。 

 当該区域内の大規模盛土造成地について、重点的に安全性を把握するための

調査等を推進します。調査等の結果、安全性が不足する大規模盛土造成地につ

いては、対策工事の実施を検討します。 

 

（２）大規模盛土造成地の状況 

 河内長野市では、大阪府が平成１９年に第一次スクリーニングを実施し、平

成 年に対象地約２５０箇所の状況を大規模盛土造成地マップと公表しました。

また、このうち居住誘導区域内の盛土は４6箇所となります。 

 令和４年度に第二次スクリーニングを実施する盛土箇所の優先度順位を定め

る第二次スクリーニング計画の策定を予定しています。 

また、令和２年１０月に盛土の一部が崩落した、居住誘導区域内の盛土箇所

については、令和３年度に第二次スクリーニングを実施した結果、活動崩落の

おそれがあることが判明しています。 

 

（３）宅地被害防止事業 

 ①第二次スクリーニング計画の策定 

  ４5箇所を対象に実施（令和４年度から令和５年度） 

  ・対象地区：表１のとおり 

  ・事業概要：現地調査（目視による盛土の計上や地盤・法面の変状、地下

水の湧水状況等） 

 ②安全性を把握するための調査 

  ４6箇所を対象に実施（令和３年度から令和１７年度） 

  ・対処地区：表１のとおり 

  ・事業概要：地質調査（調査ボーリング、表面波探査等）、安定性検討 

 ③対策工事 

  ・②の安全性を把握するための調査結果を踏まえ、安全性が不足する箇所

について実施を検討する。 

   

 

5．防災指針に関連する制度の活用 

 



表１ 

No. 市町村 所在地 造成年代 

1  河内長野市 南貴望が丘 昭和 43年～昭和 45 年 

2  河内長野市 南貴望が丘 平成２年～平成５年 

3  河内長野市 小山田町 昭和 36年～昭和 42 年 

4  河内長野市 千代田台町 昭和 36年～昭和 38 年 

5  河内長野市 千代田台町 昭和 54年～昭和 56 年 

6  河内長野市 上田町 昭和 42年～昭和 44 年 

7  河内長野市 南花台一丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

8  河内長野市 上田町 昭和 38年～昭和 40 年 

9  河内長野市 上田町 昭和 38年～昭和 40 年 

10  河内長野市 上田町 昭和 42年～昭和 47 年 

11  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

12  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

13  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

14  河内長野市 南花台六丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

15  河内長野市 南花台六丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

16  河内長野市 南花台六丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

17  河内長野市 南花台八丁目 昭和 61年～昭和 63 年 

18  河内長野市 南花台一丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

19  河内長野市 南花台一丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

20  河内長野市 南花台一丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

21  河内長野市 南花台一丁目 昭和 36年～昭和 42 年 

22  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

23  河内長野市 南花台五丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

24  河内長野市 南花台五丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

25  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

26  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

27  河内長野市 南花台三丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

28  河内長野市 南花台二丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

29  河内長野市 南花台二丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

30  河内長野市 南花台二丁目 昭和 45年～昭和 55 年 



No. 市町村 所在地 造成年代 

31  河内長野市 南花台二丁目 昭和 4５年～昭和 55 年 

32  河内長野市 南花台二丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

33  河内長野市 南花台五丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

34  河内長野市 南花台五丁目 昭和 45年～昭和 55 年 

35  河内長野市 木戸東町 昭和 50年～昭和 51 年 

36  河内長野市 木戸三丁目 昭和 50年～昭和 51 年 

37  河内長野市 木戸三丁目 昭和 50年～昭和 51 年 

38  河内長野市 木戸三丁目 昭和 50年～昭和 51 年 

39  河内長野市 古野町 昭和 54年～昭和 55 年 

40  河内長野市 大師町 昭和 45年～昭和 46 年 

41  河内長野市 中片添町 昭和６３年～平成６年 

42  河内長野市 中片添町 昭和６３年～平成６年 

43  河内長野市 中片添町 昭和 63年～平成６年 

44  河内長野市 三日市町 昭和 45年～昭和 48 年 

45  河内長野市 中片添町 昭和 63年～平成 6年 

46  河内長野市 三日市町 昭和 38年～昭和 42 年 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宅地被害防止事業対象地区図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市北部】 

 



 

 

 

【市南部】 
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